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令和４年度第１回 

鳥取市社会教育委員会議、公民館運営審議会及び生涯学習推進協議会 議事録 

 

日時：令和４年７月５日（火）午前１０時～１２時 

場所：鳥取市役所本庁舎 会議室６－６ 

出席者：葛山委員、徳田委員、福田委員、新田委員、山下委員、中川委員、山根委員、 

平井委員、柳田委員、前田委員、竹内委員、川口委員、加賀田委員、吉浦委員、 

牛尾委員、大西委員、藤井委員 

欠席者：吉田委員、丸瀬委員、中村委員 

事務局：生涯学習・スポーツ課：須﨑課長、川上主査、山根主幹、東野主事 

    協働推進課：北村課長 

※発言内容について、事務局で一部加筆訂正しています。 

 

１ 開会 午前１０時 

 

２ あいさつ （須﨑課長） 

 

３ あいさつ （竹内会長） 

 

４ 自己紹介 

 

これ以降、竹内会長が議長として進行 

５ 協議事項 

（１）公民館の多様な活用に向けて 

 

６ 報告事項 

（１）地域学校協働活動推進事業について 

 

７ その他 

 

８ 閉会 
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５ 協議事項 

（１）公民館の多様な活用に向けて 

   （事務局説明） 資料１ 

議 長）説明ありがとうございました。今後のスケジュールのところで、今日出した意見がど 

んな風に反映されて成案になっていくのか、スケジュール感を教えていただきたい。 

事務局）今後の予定としては、これから各地区公民館に照会をかけたいと思っています。３つ

の方向性について社会教育委員の皆さまと同じように公民館にも意見の照会をかけ

ようと思います。７月下旬には報告を定例教育委員会でし、８月上旬には協働まちづ

くり本部会議（本市の幹部で構成された会議）及び市民自治推進委員会（参画とまち

づくりなど市民活動に関する事項・鳥取自治基本条例とか試問する機関）で報告をさ

せていただきます。それらを踏まえて９月定例市議会で検討状況を報告し、内容を詰

めていきたいと思っています。令和５年度はさらに細かな合意形成を図るのが大事だ

と思っています。３つの方向性がそのようにすすめて行こうとなりましたら、令和５

年度は条例制定や改正に反映させたい。早ければ令和６年度以降を目指しています。 

議 長）今日の意見は教育委員会や協働まちづくり本部や市議会で報告されてから具体的な案 

にもっていくということで理解しました。我々に頂いたのと同じものを地区公民館に 

流すと思いますが、地区公民館は何か聞いていますか。 

委 員）大まかな方針は聞いております。 

議 長）公民館へは文書で流しますか？ 

事務局）同じ様式で照会をかけさせていただこうと思います。 

議 長）皆さんから提出された意見とか今の説明に対する意見・質問がございましたらお願い 

いたします。 

委 員）営利目的ということで、例えば公民館でいろいろな教室をやっていますけど、地域の 

方がやっているので問題ないと思いますが、講師への謝礼というのもあるので、これ 

は営利目的に入るのか入らないのか、こういうのはどう解釈したらいいのか。 

事務局）サークル活動ということで地域の方が集まって、そういったことをしたいというのが、

話ができましたら、自分たちの活動の中で、講師を呼ばれて学ばれるということでし

たら公民館を使っていただいていいという方向性であります。 

議 長）営利目的の定義というテクニカルな話になると思うのできちんと前例とか含めて整理 

されるのがいいかなと思います。営利と収益活動は意味が違うと思います。団体の性 

格からそれを判断するとか、金銭の多価で判断するのかというのがあると思います。 

資料的には曖昧というか、具体案にならないと見えてこない部分もあると思いますが、 

委員さんのような不安は常に私たちのやっていることは営利とみなされるだろうか 

と思われるので、早めにお示しいただければと思います。 

事務局）今のような質問をたくさん頂けたら事例の方にもつながってきますので、お願いいた

します。 
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委 員）公民館で音楽教室をもっているのですが、そこに県外の方が受講生でおられてその人 

が言われるには、エアコンの横に公衆電話みたいにお金を入れるところがあって、小 

銭を全部入れておいて使っていたら切れてしまって、冬の寒い時に震え上がりながら 

練習をしたと言われて「鳥取市はそういう心配がないからいいですね」とおっしゃら 

れていたことがありました。そこで利用料とか使用料という話で細かいところですが 

心配になりましたので、お尋ねしたいと思います。 

事務局）細かな利用料をどうするのかというのは現時点では想定ができておりません。ただ、

社会教育団体さんがされるところや地域の活動については、現状通りの利用かなとは

思っているところでおります。そこが使いやすくならないと推進にはならないかなと

思っております。細かい詰めはこれからですのでご容赦いただきたいです。 

議 長）通常、利用料というと部屋割りで使用料、さらに備品の使用とかかなりシビアな問題 

で、本当に財政状態が切迫していると、利用者というか受益者負担をお願いしないと 

いけないのかなと。鳥取市の懐事業としてどこまでお願いいしないといけないのかと 

か、収入の行き先でおそらくある程度各館での収入みたいなものにしての利用なのか 

あくまで市の財政として吸収されて市が配当するうえでの利用料なのかというので 

も、性格が違ってくると思います。各館ごとの対応力というか、館長さんの権限で配 

当するのか、一律で配当するのか、あまり不公平にならないように、その辺のバラン 

スをとって進めてほしい 

事務局）条例で利用料・使用料を定めていくことになりますと、それは市の収入となってきま

す。市の収入となって公民館の財源ということになると思います。豊岡市、雲南市の

ように指定管理の利用料となる場合は、指定管理者の収入となりますのでそこは指定

管理者のインセンティブで頑張った分だけ収入になるということになります。現状直

営で行こうということになりますと市の収入ということで、市の管理・公民館管理の

財源ということになります。佐治のコミセンは利用料ですので佐治の収入となってく

ることになります。今は条例に定めるとそういう整理になるということです。 

委 員）資料を見る限り、鳥取市の地区公民館の数は６２館ということですけど、他は半数以 

下ですよね。鳥取市の人口割合が詳しくわからないですが、倍って多くないかなと思 

ったりするのですがどうでしょうか。 

事務局）他のところは小学校区ごとに作っているのですが、鳥取市は合併したりとか、学校の

統廃合があっても今までの旧地区を残した形になっておりますので、全体的には多い

かなとは思いますが、例えば倉吉市さんですと人口から１３館割り戻して一館あたり

何人になるか計算しました。本市は３，０１３人に１館になります。 

倉吉市ですと３，４７６人に１館となります。米子市ですと４，８８３人に１館にな

ります。単純に人口で割っても参考にならないかもしれませんが、全体的には市の財

政とか考えていきますと統合できるところはするということを今後検討していかな

いといけないかなと考えております。ただ、かなり遠い将来かもしれません。人口減
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少がさらに進んだらしないといけないかなと思っております。 

会 長）ご質問の趣旨は統廃合すべきではないかということでしょうか。 

委 員）そうですね。小中学校はあと数年で統廃合していけという話が出ていますのでそれに 

よって１つの学校の中に３つも４つも公民館があるのはいかがですかということで 

す。学校だけが統廃合して公民館は統廃合せずにすべてそのままですというのは、ち 

ょっとおかしいと思います。 

委 員）趣旨は地域の中に、地域活性化とかしようというものが入っていますよね。今回の学 

    校の統廃合とは性格が違うと思います。統廃合すれば地域の活性化にはつながらない 

    と懸念されると思います。 

会 長）そこは議論のあるところだと思います。 

委 員）鳥取市内の特に旧市内はどうかわからないですが、用瀬町は中央公民館がなくなって 

地区公民館が３館、小学校が１つあります。ただ、田舎の方に行くと、用瀬の３館あ 

るうちの用瀬地区公民館を残して統廃合しろという風になったら利用者が本当にい 

なくなってしまうと思います。やっぱり田舎の事情もありますから、小学校を統廃合 

しているから公民館も統廃合しろというのは、田舎に住んでいる者からしたら利用が 

本当になくなってしまう可能性が十分にあると思います。この辺りを配慮いただけれ 

ばと思います。 

委 員）公民館としても地域の活性化という視点で、セーフティネットになっています。まさ 

に防災・福祉の拠点として地域の人たちが安心して暮らせる環境を維持していこうと 

田舎でする社会づくりをしていこうというのを公民館が担っているということで皆 

さん頑張っておられるところがあります。そう考えると小学校の統廃合とは視点を変 

えて考えないといけないのではないかなと思います。 

委 員）地域住民が、公民館の地域に住んでいる人数と規模の大きさとあっていないと思いま 

すが、大人数がいる公民館も地方の公民館もすべて同じような形で運営されていると 

思いますがそこの辺はいかがですか。 

会 長）例えば、どことどこを比較されていますか。 

委 員）そうですね。私の地区は城北地区で２，３年前に公民館の改築がされました。ですが 

公民館の大きさなどはすべて一律にしてくださいと。山の方にある公民館もまちの方 

にある公民館も地域住民のいる公民館もすべて同じ大きさでやらないと無理ですと 

いう風に言われました。 

会 長）どなたに言われましたか。 

委 員）市の方です。市役所の方です。それで１万人を超えるような公民館の利用者と、山の 

方にある公民館の利用者の数とコミュニティ数が違うのですがすべて同じような大 

きさで運営しろというのはいかがですか。 

事務局）実際には、人口規模が大きいところはちょっと大きくしています。人口規模の小さい

ところは少し小さくしているので一概に全く同じというわけではないですが、市の財
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政状況と兼ね合わせての考えでありますので、たくさん来られるところは大きくすれ

ばいいということもあるかもしれませんが、今財政状況の中で最大限に使っていただ

ける施設というところで考えておりまして、そこはご了承いただきたいと思います。 

委 員）その意見はごもっともだと思うし同感です。これからの生涯学習の方向性として多い 

ところはキャパの問題もある。県外の状況を見ると、同じような課題がある中、東京 

の三鷹では学校の活用を図っています。学校は夜、体育館は使われているが校舎は空 

っぽなのでそこをどう活用していくか考えなければいけない。昼間は子どもたちと地 

域の方々、放課後は地域の方々による子どもの居場所、夜は地域の方々の拠点になる 

のが学校だと思います。夜の学校を使うということが今後課題だと思います。教育委 

員会と市長部局がしっかり話し合って、東京の三鷹ではそういう方向性に舵を切って 

います。東京だから鳥取もそうというわけではありませんけど、新しい発想を持って 

おかないと難しいと思います。今後そのような方向性で鳥取市も頑張っていけたらあ 

りがたいかなと思います。 

会 長）統廃合というのは一件以前からの社会教育委員会議でも地区ごとの状況が違うのに 

一律っていうのはないよねというのがあって佐治が指定管理になるときにもみんな 

佐治みたいになるのかというと、そうではないよねということで議論してきました。 

地域の実情に合わせて公民館の運営であるとか、基本的な配置計画を考えて言うのは 

おっしゃる通りだと思います。コミュニティセンター化というのは一つのきっかけで、 

機能であるとか多様性というのを議論していけたらと思いますし、意見とか不満とか 

疑問が抱えられているとすれば今こそ出すべきタイミングだと思います。ぜひおっし 

ゃっていただければと思います。何か補足はありますか。 

事務局）これだけの施設といいますか、すでにある施設なので制限があります。特にハード面

に対してこうなればというのはなかなか難しいと思いますが、ソフト面で何かカバー

できればと思います。先ほどの委員さんもおっしゃったように別の代替施設が使える

ようになるとかそういったところでカバー出来たらと思いますし、いいアイデアをい

ただいたと思っているところです。 

会 長）話がそれてしまいますけど、社会教育施設の配置計画をちゃんと考えていますかとい 

う議論をされた形跡がないので。小中学校の統廃合は議論されているのに、そういっ 

たところで、砂丘のところにあるサイクリングターミナルというのが廃止になると、 

老朽化で使われていないのなら当然ですけど、そこで行われていた社会教育の機能は 

どうなるのというのはあまり十分議論されていなかったので、そういう話はどこかで 

議論しないといけないなと思っていました。社会教育の機能を果たせる施設は他にも 

あると思いますし、地区によっては地区公民館だけでなく自治公民館が充実させる方 

が活性化につながるという視点も大事だと思います。公民館単体で見るのは良くない 

と思いますし、私は文化政策が担当なので、文化センターとか文化ホールがあるか無 

いかというのも重要な視点だと思います。あとは学校が統廃合されているということ 
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ですけど、公民館自体子どもが使う施設だと思うので、今は年配の方が使う施設のよ 

うになっていますけど、子どもの学校帰り教育というか社会教育の質の担保というの 

も考えたものにしないといけないと思います。 

委 員）追加で、公民館長と話す機会があったのですが、私が中学校の会長をしているので中 

学校区で見させていただいていますけど、中学校区の中でもいくつか公民館があるの 

ですが、公民館と子供たちとのつながりでイベントをしますよといっても来るのは公 

民館のある地区の子だけを対象にしますよという形で言われました。わかるのですが、 

できれば他の地区の子も受け入れてほしいなというのもあります。小学校の子は公民 

館で行うイベントはウェルカムで来てもらってやってくださいねというのがあるの 

ですが中学校に至っては公民館にあまり行かない。中学生になれば色々なんでもでき 

るのでイベントなどの企画段階から関わらせていただけるとありがたいです。小学校 

の時はウェルカムでもいいと思いますが、中学生になったら企画段階からとかもっと 

地域に入っていくような形を作っていっていただけたら、自分の地域をもっと知って 

もらえて自慢ができて、将来県外に出たとしても自分の地区を自慢できるような子ど 

もたちを育てたいと思ってやっています。 

会 長）今のお話のような対応を公民館がもっと柔軟にできるようになるような方向性に持っ 

ていこうというところですね。 

事務局）今年の地区公民館の手引きにも若者を取り込むということで中学生・高校生を企画段

階から取り入れていくことをお示ししています。 

委 員）今日、中学校の校長先生は来ておられないですが、小中学校においては地域学習があ 

りますし義務教育学校では特別な学習の時間があります。公立の小中学校においては 

総合的な学習の時間をおいています。これはそれぞれ地域の実情を踏まえた学習内容 

をカリキュラムで組んでいます。小学校では地域に入って、見つめて、貢献するとい 

う流れですけれど、中学校は地域に返していく、地域に貢献するというのが狙いだと 

思います。中学校も学習の中でどう地域に返していけばいいのか、つまり中学生の斬 

新な考えをどんどん地域に持っていきたいわけで、ぜひともそういった思いを公民館 

の方も受け入れていただきたい。これから１０年先、中学生は成人になるわけであり 

ますけど、将来を見つめた意見・提言をこれからどんどん受け入れていただくのが大 

事かなと思います。そうしないと旧態依然の公民館のあり方になってしまうので、斬 

新な考えを受け入れるシステムを作っていく必要があるかなと思います。 

委 員）学校の話がありまして、私は小学校の方でありますけど、今言われた小学校は地域に 

開かれたというような言葉であるとか社会に開かれたというような言葉が出ていま 

す。学校の中だけで閉じてしまわないように地域の方々に学校の方に入っていただく、 

学校も地域に出かけていくというようなことをして、すでに公民館と結びついた形で 

運営ができている。西郷地区では今現在も公民館の方に行って子どもたちが授業をし 

ています。公民館職員さんや地域の方々にふれあうような会を現在、しています。学 
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校はとにかく地域に開いていくんだというような、地域との交流を盛んに行っており 

ますので、この形を無くすのではなくて続けていく形を望みます。中学校のことはよ 

くわからないですが、中学校の授業もたくさん地域と結びついたものもありますし、 

学校の方に地域の方が来られたり、逆に地域に出かけていくというような地域に参加 

している姿をたくさん見かけます。これもなくなっていかないで、続けていっていた 

だければと思います。 

会 長）ありがとうございます。ちょうど学校と地域という話になって時間になってしまった 

ので、次の報告事項の「地域学校協働活動について」を説明していただければと思い 

ます。 

委 員）すみません、次の報告に入る前に、公民館の方と話をする中で一番課題になっている 

のは利用者の固定化で、高齢者が一番使われている。小中学校での地域とのつながり 

というようなことで進んでいるというのは、よく理解しているつもりではありますが、 

中学生・高校生・若い保護者の方で、大人と子どものふれあいの会を開いても、若い 

保護者さんは子どもを他の方に預けられたりとか、お姉ちゃんがついてきているから 

とか、どうにかこれが広がらないかなと思っており、これが課題かなと思います。参 

加者が高齢化して固定化しているということで、学校との連携の強化というのもそう 

なのですが、学校評議員の活躍の場がもっと増えれば打開策として見えてくるのでは 

ないかと思います。 

会 長）ありがとうございます。利用者の固定化や学校評議員であるとか学校運営協議会であ 

るとか色々地域の方が学校に入れる仕組みが作られていますが、鳥取ではどうでしょ 

うかというところでいい取組だと思います。では次に移ります。藤井先生の方より説 

明を頂きます。 

事務局）「地域学校協働活動推進事業について」説明。 

会 長）学校運営協議会コミュニティ・スクールは市内全部の学校に設置済みでしたよね。そ 

のうちモデル校の１４校で地域学校協働活動が走っている。平成３０年度の美保南・ 

湖南学園から始まって徐々に増やして広がりを見せているのですね。これをやるとこ 

ろには推進員さんがいて、その統括を藤井先生がやっておられるということですが、 

推進員さんは普段どこにおられるのですか？ 

事務局）当初は、公民館を拠点にして活動するということを考えていましたがちょっと難しい

状況がありまして、公民館を拠点にしている地域もありますけれど、公民館も行きな

がら自宅とか学校とか、様々な場所で活動されています。 

会 長）右側は地域の中にいろいろな○があって、どこが中心かというような感じなんですけ 

れど、推進員さんの活動の拠点は地域の実情というか活動しやすい場所というところ 

で。 

事務局）しかしながら、モデル校区を本事業化していくと公民館を中心にしていくのがごく自

然かなという具合に思っています。今おられる職員さんにも地域学校協働活動も本来
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の仕事の一部だと認識していただきたいと思います。 

会 長）統括推進員としては、公民館に置かれるべきであろうというような形で考えておられ 

るということですよね。事実上は違うところにあるところで、皆さん何か質問はあり 

ますでしょうか。 

委 員）小学校中学校の話が出てきましたけれど、最近感じるのは子どもが少ない。鳥取県で 

    も人口が減る一方です。公民館のことも色々ありましたけれど、一つ言わせていただ 

    きたいのは、自治公民館を何とかできないかなと、地区公民館もお年寄りが多い中で 

    若い皆さんに考えていただきたい。 

会 長）他はいかがでしょうか。 

委 員）一つ質問で、前の会にも出たと思いますが、公民館に Wi-Fiを設置してそれが使える 

ようにするのはどうですかというふうに公民館でも聞いてみました。 

現状ではどうなっているのか教えていただきたい。 

事務局）まず設備の方ですけれど、今年度９月までに公民館ということで公衆無線 LANがあり

ますが、一部のエリアでしか使えなかったのを大会議室や大きな研修室に Wi-Fi環境

が通る工事を９月いっぱいで行う予定です。色々な順番がありますのでお待ちいただ

かないといけないですが、Wi-Fi を使っていただけるようになるということです。職

員のパソコンのスキルというところは確かに課題だと思います。オンラインでの会議

や研修が増えてきましたので慣れていくしかないというのはあります。公民館が発信

した会議とか研修などでできるように職員向けの研修を進めていきたいと思います。

時間がかかるかと思いますけど、活用できるようにしていきたいと思います。もし地

域の方で得意な方がいらっしゃって教えることができる人がいると助かるなと思っ

ています。パソコンの件は、急激にオンライン化が始まってしまって、リースが切れ

ないものがありますが、切れたものに関してはカメラ・マイク付のパソコンに切り替

えていっております。今年度も４０台くらい公民館のパソコンを入れ替えていく予定

で、順次になりますので変わるところもあれば、リースの関係で変わらないところも

ありますが、公民館に１台はカメラ・マイク付きのパソコンを置いています。なので

必要な時に使うのは可能かなと思います。 

委 員）Wi-Fi環境について、利用制限があったような気がしますが、今はありますか？ 

事務局）新しく Wi-Fi環境を設定するときには、制限が無いように契約の部分で新たにするよ

うにします。 

会 長）Wi-Fi環境が良くなるように準備いただいているということでありがとうございます。 

先ほどの地域学校協働活動に触れるとすれば、地域のコーディネーターとか地域を繋 

ぐようなコーディネーターが配置されていて、公民館主事さんとかもそうでしょうし、 

推進員もそうだと思います。部活動とかもそういう話になっていくところで、何々コ 

ーディネーターというのがたくさんある中で、予算をしっかり集めて身分を保証され 

た職員を置くというのを、以前から議論されている中で、公民館主事さんの身分を保 
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証するというのはこの会でも話されています。非常勤なので若い人が入っても変わっ 

ていくことは損失につながっていく。そのあたりも考えていかないといけないかなと 

思います。ちなみに推進員さんはどのような方がされているのでしょうか？ 

事務局）１４名の推進員さんは様々ですが、元 PTA会長さんや元教員 OBとか、民生委員さん、

やはりかつて PTAの方が多いです。学校とかかわりのある方がされています。令和４

年度に入った方々もそういった人が多い。地区公民館の主任さんが末恒と桜ケ丘で推

進員をしておられます。 

委 員）先ほどから出ている、中学生や公民館がありましたけれど、うちの孫が中学生で返っ 

てくるのが部活をしているから１８時過ぎで、土曜日は習い事をしているから正直あ 

まり自由な時間が無くて日曜日くらいしかない。小学校と違って行動範囲が広くなる 

ため、なかなか公民館活動との兼ね合いが難しいと思います。小学校は、地区公民館 

で色々ありますが中学校なんかは誰もいなくなる。これはどうしようもないと見てい 

て思っています。私も様々な地区、町の会長もしておりましたけれど、何かやるにし 

ても出てくるのが小学生が主で、中学生は出てこない。 

委 員）それは地域の実情があると思います。鳥取市内の旧市出身の子が地域の運動会にスタ 

ッフで出たりとか、勉強部活もありますけれど地域貢献というのでは中学校は積極的 

にプッシュしていますので、中学生もやっているところが多いです。 

委 員）小学校の運動会をサポートしに来たりとか、そのようなものはあります。けれど最近 

の中学生は忙しく我々の頃と大きく変わっています。勉強に部活動に大変。 

委 員）公民館としても中学生対策というとこで様々対策を考えているのですが、基本は、中 

学になってから来てくださいねと言っても親しみが持てないです。なので、小学校の 

段階からどう接点を持つのか、パイプを太くしてどう公民館に来てもらうかそこで親 

しみになるので、小学校の活動をサポートしていくのが大切です。色々な活動を小学 

生のころから学校と関係を持ったり事業をしたり、公民館に来てもらえるようなイベ 

ントを考えおります。やはりそれがないと、中学から地域に貢献してくださいと声を 

かけても来ないです。元をただせば幼児教育の段階から公民館はしっかりやっていく 

のが大事です。その段階から親しんでもらえれば、小学校に入ってから抵抗なく公民 

館に来てもらえると思います。また幼児教育をやっておけば、お母さん方も公民館に 

来て親しみを持ってもらえる。それでお母さん方も成長して、今後人口は減っていく 

けれども、地域活動の参加にもつながっていく、そういうことが大事だと思います。 

基本は子どもの時からしっかりおさえていくことが大事かなと思っているところで 

ございます。いいチャンスは夏休みでこれから公民館は忙しい時期を迎えます。この 

間にどういう施策が取れるかというのが、各公民館、知恵を絞ってやっていると思い 

ます。 

委 員）先般、河原町に行かせていただいたときに「河原町で生まれた子どもたちは２０数名」 

と聞き、あと６年したら河原町の小学１年生は２０数名しかいない。智頭町に行った 
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時には、去年生まれた子が２０数名で、学校関係者が言っておられましたが、今後学校 

もなくなるだろうと。とにかく地域に貢献するだけでなく、地域に帰ってくる子ども 

を作らないといけない。そこまで危機感を持っておられます。先ほどの委員が言われ 

たように小学校の段階からしっかり地域に関わっていく、密接な関係を作っていく、 

地域学校協働活動を作っていかないと大変なことになると思います。 

会 長）ありがとうございました。 

委 員）協議事項の話に戻ってしまうのですが、３日後に各地区公民館に意見照会すると思い 

ますが、意見照会をされるときに、今私たちが見ているような資料配布するような認 

識でよろしいでしょうか？ 

事務局）そうです。意見を取りまとめてもらったものもつけようかと思います。 

委 員）この意見照会について、実際に問いの立て方とかお答えにくいのではないかなという 

印象を受けました。自由記述でお答えいただくのでしょうが、私が公民館長だったら 

どう答えようかという第一印象でした。どうして答えにくいか考えていたのですが、 

鳥取市として将来いつごろまでにどんな姿の公民館なりコミュニティセンターにし 

たいのか示されていないので、どこに向かって公民館や公民館職員としてどんなスタ 

ンスで、どんな構えで意見照会に対して答えればいいか、私自身はわかりませんでし 

た。７月８日から意見照会されるのに、将来構想とか準備できないのはわかっていま 

すので、ひとまず今回の意見照会はこれでいくしかないですが、今年度中にもう一回 

意見照会のスケジュールを整えていただいて、おおよそのロードマップみたいなもの 

をお示ししたうえで再度意見照会という形にしないと、第２回はこのように考えてい 

ますので今回はご自由にお答えくださいというような感じで投げないと、今日頂いた 

資料を公民館にばらまかれても館長さんも答えにくいのではないだろうかと思うの 

で、今回は第一次意見照会、年度内に第二次でロードマップみたいなものをお示しし 

た方がちょっと進んでいくのではないだろうかと思います。先ほど学校の統廃合の話 

も出ていましたが、校区審議会に長いこと携わらせていただいたときに、「校区審議 

会としてはいついつまでにこんなことを考えています。」というのをお示ししました。 

やはり、いついつまでにこんな姿ということを示さないと皆さんに当事者意識を持っ 

てもらえない。そのうち若い人が考えてくれるだろうとか、まだ１０年先の話だろう 

とか、今リアルに考えないといけない問題なんだという風に捉えていただけないのか 

なと思うので、大まかでいいので、ゴールを示しながら、校区審議会で務めさせてい 

ただいたという経験もありますから、今回の鳥取市の地区公民館のいついつまでにど 

うしたいのか我々も考えなきゃいけないし、というのを考えまして意見照会するとき 

に今後のことも含めて意見を求めていただけたらと思います。 

会 長）冒頭に確認させていただいた、ことと重なる部分もあると思いますが、今後の予定が 

９月までしか書いていないので、９月以降にもう一度意見照会をする機会は十分にあ 

ると思いますのでぜひロードマップを入れていただきたいですし、明確にお答えがあ 
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ったように令和５年度には条例案を作って制定して、令和６年度には早ければスター 

トしたいということをおっしゃられましたが、それがどのくらい確定的なのか含めて 

文書に書き記していく必要があると思うし、我々も送られてくる時点でそれを知りた 

かったです。確定じゃないにしろつもりでも書いていただければ、当事者意識という 

か、もう市はそんなに進めようとしているだということがあった方が本気で考えてく 

れると思います。あとは中身がどれだけかけるかということが大事だと思うので、本 

来昨年の７月に一度意見を吸い上げていて今回案に至ったのかというところと論点 

整理のこれだけなのかなと３本柱だけなのかと疑問に思います。今回これで紹介する 

にしても、秋に意見照会をするのであれば今回７月に上がってくる意見でもう少し細 

かい話、論点整理や、営利目的のこととか詳細があるといいなと思います。今の話で 

即答は難しいかもしれませんが、どのくらい入りそうでしょうか。 

事務局）論点整理でこれだけではないですが、大きな柱３つがこれでいいですよねという確認

を取らないと細部が練られないかなというところがありましたのでお伺いしいたと

ころです。今後、ご意見を踏まえて検討していきますし、あと市議会への報告で、こ

ちらが決めたことで進んでいくというものでもないので、市議会にもある程度報告を

しながら、了承を得られないと進んでいけないというところがございますので、なか

なか次の予定が示せないというのはあります。いったん３つの方向性が決まると細部

が決められるかなと思います。 

会 長）それも踏まえて、また丁寧な進め方をお示しいただければと思います。 

委 員）せっかくなので３本柱以外にも、意見をもらえるような自由記述欄を設けていただい 

て、館長さんや職員が日頃どんなことを考えておられてというのを６１館分集まれば、 

審議に役立ちますし、どんなことを職員が思っていて、そのようなことを我々も知り 

たいので、３本柱以外にも日頃の思いとか書ける記入欄を設けていただけたらありが 

たいなと思います。 

委 員）初めてこのような会に参加して、方向性を決めると思いますが、一方方向で多重性が 

    無いというか、この線とこの線とこの線があって決めるならいいですが、もうこの線 

    しかないですよというので成り立っているものが多いので、先ほど言われたように 

色々な意見をというのも一つの手だと思いますし、この方向性だとこういうメリット 

があって、こういうデメリットがあるというのもはっきり記載していただいている方 

がいいと思います。私のような初めて入ってきた人には何が言いたいのかがわからな 

いというのがありました。 

会 長）それぞれに論点があって、この道しかないはずはない、他には選択肢はあるけれど鳥 

取市としてはそっちの方がよさそうだからこっちにしますみたいな示し方をしない 

と、初見の方がわからない。８日の意見照会には間に合わないかもしれませんが次だ 

す際にはそういった質問が返ってくるということを想定して準備された方が良いか 

と思います。 
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委 員）公民館への意見照会でこれを１つの館に対して一部意見照会をするということで、館 

長さんと実務を担われる職員さんとで随分意見が違ってくるのではと思っていて、そ 

うすると別に意見を聞かれた方が良いのではないかなとも思います。 

委 員）館によって、このようなテーマは職員と話し合いますので、共通の問題で自分たちの 

問題ですから、一人一人意見を吸収してもまとめるのが大変じゃないかと思います。 

職員もこれから忙しい時期を迎えますので。 

委 員）職員は職員で、館長は館長で意見をまとめた方が素直なリアルな意見が出てくると思 

います。 

会 長）一律だと差しさわりがありますが、館長会や主任会などのランク分けの会合があると 

思いますので聞き取りとか実情とか、あそこは館長と職員で意見が違いますよとかあ 

るかもしれませんので、アンケートのバイアスを考えないといけないかもしれません。 

 

６ 報告事項 

（１）地域学校協働活動事業について 

   （事務局説明） 資料２ 

 

７ その他 

●受賞報告 

●社会教育振興大会兼社会教育委員研修会案内 

 

８ 閉会  １２時 

 


